
― 5 ―

�
�

�
�

別表２　他の法令による受験資格及び免除の範囲（実務経験年数の必要はありません。）

免 除 の 範 囲

試 験 免 除 資 格
（下記免許等を有する者）

受　験　資　格
（下記免許等を有する者）

免　許　職　種
（関係する法令）

学　　科

実技 指導
方法

関連学科

専
攻
学
科

系
基
礎
学
科

○○○特別ボイラー溶接士ボイラー溶接士溶接科
（ボイラー及び圧力容器安全規則）

○○建設機械施工の
　１級の技術検定合格者

建設機械施工の
　技術検定合格者

建設機械科
（建設業法施行令）

○○第１種冷凍機械責任者第１種冷凍機械責任者
第２種冷凍機械責任者
第３種冷凍機械責任者

冷凍空調機器科
（高圧ガス保安法）

○○第１種ボイラー・タービン主任技術者第１種ボイラー・タービン主任技術者
第２種ボイラー・タービン主任技術者

発変電科
（電気事業法施行規則）

○
○

○
○

○
○

○
○

第１種電気主任技術者
第２種電気主任技術者

電気管理士
電気機器国家試験合格者（※１）

第１種電気主任技術者
第２種電気主任技術者
第３種電気主任技術者
電気管理士
電気機器国家試験合格者（※１）

電気科
　電気事業法施行規則
　エネルギーの使用の　
　合理化に関する法律
　航空機製造事業法
　施行規則（※１）

○
○

○
○

第１種電気主任技術者
第２種電気主任技術者

第１種電気主任技術者
第２種電気主任技術者
第３種電気主任技術者

送配電科
（電気事業法施行規則）

○

○

○

○

○第１級陸上無線技術士

電子機器国家試験合格者（※２）

第１級陸上無線技術士
第２級陸上無線技術士
第１級アマチュア無線技士
第２級アマチュア無線技士
電子機器国家試験合格者（※２）

電子科
　電波法
　航空機製造事業法
　施行規則（※２）

○○○同左

１級四輪自動車整備士
１級二輪自動車整備士
２級ガソリン自動車整備士
２級ジーゼル自動車整備士
２級三輪自動車整備士
２級二輪自動車整備士

自動車整備科
（自動車整備士技能検定規則）

○
車枠及び
車体整備
法を除く

○○
自動車整
備（内燃
機 関 除
く）

同左

１級四輪自動車整備士
２級ガソリン自動車整備士
２級ジーゼル自動車整備士
２級三輪自動車整備士

自動車車体整備科
（自動車整備士技能検定規則）

○○○同左自動車車体整備士

○○同左航空機国家試験合格者航空機製造科
（航空機製造事業法施行規則）

○○同左航空機国家試験合格者

航空機整備科
　航空機製造事業法施行規則　
　航空法

○○○同左

一等航空整備士
二等航空整備士
航空工場整備士
（航空従事者技能証明）
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免 除 の 範 囲

試 験 免 除 資 格
（下記免許等を有する者）

受　験　資　格
（下記免許等を有する者）

免　許　職　種
（関係する法令）

学　　科

実技 指導
方法

関連学科

専
攻
学
科

系
基
礎
学
科

○○１級建築士１級建築士
２級建築士

建築科
（建築士法）

○○１級建築士１級建築士
２級建築士

枠組壁建築科
（建築士法）

○○１級建築士１級建築士
２級建築士

ブロック建築科
（建築士法）

○○１級建築士１級建築士
２級建築士

防水科
（建築士法）

○○１級建築士１級建築士
２級建築士

プレハブ建築科
（建築士法）

○○同左電気管理士熱絶縁科
（エネルギーの使用の合理化に関する法律）

○○○測量士試験合格者測量士試験合格者
測量士補試験合格者

測量科
（測量法）

○

○
○

○

○
○

○

○

特級ボイラー技士

ボイラー・タービン主任技術者
電気管理士

特級ボイラー技士
１級ボイラー技士
ボイラー・タービン主任技術者
電気管理士

ボイラー科
　ボイラー及び圧力容器安全規則　
　電気事業法施行規則
　エネルギーの使用の合理化に関する法律　

○○○第１級総合無線通信士第１級総合無線通信士
第２級総合無線通信士
第３級総合無線通信士
航空無線通信士

電気通信科
（電波法）

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○

医師国家試験合格者
歯科医師国家試験合格者
獣医師国家試験合格者
臨床検査技師

医師国家試験合格者
歯科医師国家試験合格者
獣医師国家試験合格者
臨床検査技師

臨床検査科
　医師法
　歯科医師法
　獣医師法
　臨床検査技師・
　衛生検査技師等に関する法律　

○
○
○
簿記

○
○
○

○
○
○
簿記

公認会計士試験第２次試験合格者
公認会計士試験第３次試験合格者
税理士試験合格者
簿記１級技能検定合格者

公認会計士試験第２次試験合格者
公認会計士試験第３次試験合格者
税理士試験合格者
簿記１級技能検定合格者

事務科
　公認会計士法
　税理士法
　商工会議所法

○同左１級技能検定合格者
２級技能検定合格者

和裁科
（商工会議所法）

○
○

○
○

○
○

○
○

システム監査技術者試験合格者
アプリケーションエンジニア試験合格者

情報処理システム監査技術者試験合格者（※３）
特殊情報処理技術者試験合格者（※３）

システム監査技術者試験合格者
アプリケーションエンジニア試験合格者
ネットワークスペシャリスト試験合格者
第１種情報処理技術者試験合格者
情報処理システム監査技術者試験合格者（※３）
特殊情報処理技術者試験合格者（※３）
オンライン情報処理技術者試験合格者（※３）

情報処理科
（情報処理技術者試験規則）

○○同左建築物環境衛生管理技術者
建築物衛生管理科
　建築物における衛生的
　環境の確保に関する法律　

（注）①○印は免除される範囲。（試験免除資格を有する者に限る。）
　　　②※１印は昭和54年省令改正前を対象とする。
　　　③※２印は昭和48年省令改正前を対象とする。
　　　④※３印は平成６年省令改正前を対象とする。
　　　⑤詳細は職業能力開発促進法施行規則別表第11の３で確認してください。
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